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葛南教育事務所だより 

葛南教育事務所では、令和４年度葛南教育事務所重点目標の一つとして、「ユニバーサルデザイン

の視点を取り入れた『わかりやすい授業づくり』」を掲げています。今回は、個別の支援と、学級   

全体でのユニバーサルデザインとの関係性やバランスについて考えてみます。 

学校を訪問すると、「個別の支援がたくさん必要で手が回らない。」「個別に支援されることを  

嫌がる児童生徒がいる。」というような先生方の悩みを聞くことがあります。「個に応じた支援」は、

「個別に行うもの」とは限りません。個に応じた支援を全体の流れにさりげなく組み込むことで、

支援を要する児童生徒が「わかる／できる」状況をつくり、他の児童生徒にとってもよりわかり  

やすい状況となるように、授業の流れや手立てを工夫していきましょう。 

～全体の流れの中で、個に応じた支援を～ 

★三段階の支援レベルを意識してみます。 

 一次支援として、ユニバーサルデザインの視点を

取り入れた環境整備や授業づくりが充実すれば 

するほど、二次支援・三次支援の必要性は減って 

いきます。 

 

複数の指示を覚えておくことが  

難しい（聴覚的ワーキングメモリの 

弱さがある）ために、授業の準備が  

うまくいかないＡさんは、いつも授業

の始めに先生に指摘され、悲しい  

気持ちで準備をしていました。 

先生が、全体に向けて、次の時間に  

準備するものを視覚的に提示するよう

にしたことで、Ａさんは授業の準備が

自分でできるようになりました。 

また、まわりの児童生徒も、より  

確実にできるようになるとともに、 

あらかじめ使う物を準備する意識が 

高まりました。 

これからは教科係や日直が、準備 

するものを提示するようにしていこう

と先生は考えています。 

★一次支援を充実させた上で、二次支援・三次支援が

必要な場合には、全体の流れの中で、個に応じた 

支援を行うことができないか、考えてみます。 

★「できない／わからない」状況で個別に支援を受けることと、さりげない支援のもと、全体の

流れの中で「できる／わかる」状況にあることとでは、児童生徒が授業へ向かう意欲が    

変わってきます。「できる／わかる」状況をつくるための支援を、考えていきます。 

 

【指導室 特別支援教育班】 

― ユニバーサルデザインの視点を取り入れた「わかりやすい授業づくり」― 

個別の支援と、学級全体でのユニバーサルデザインについて 
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～できる／わかるための支援を、先手で～ 

★「できない／わからない」という失敗体験が日々連続してしまうと、児童生徒の自己肯定感は  

下がってしまいます。更に、辛い気持ちが積み重なると二次障害を招くことになってしまいます。

児童生徒が、さりげない支援のもと、成功体験ができるように、「どうすればうまくできるか」

を事前に考えるようにしましょう。事前の準備には手間がかかりますが、うまくいくと事後の 

対応は減ります。効果的な「先手の支援」を見付けて、よい循環をつくっていきます。 

 
★大勢の児童生徒と同じように全部はできなくても、その中の一部分は自力でできることがある 

かもしれません。「教師（支援員）が援助しながら一緒にやる」という状況ばかりでなく、「教師

が援助する部分」と「一人でやる部分」を明確にし、少しでも、一人で取り組み達成できる状況

をつくります。 

 
★授業の後には、教師の行動と児童生徒の行動を振り返り、「なぜ、児童生徒はあのような行動を

とったのだろう？」と考え、次の計画に生かします。 

 
★先回りして支援しすぎることで、児童生徒の学びの機会が減ることが無いように気を付け   

ます。児童生徒の実態をよく観察し、適度な支援の量と方法を検討します。 

 
Ａさんは、わからないことがある

と、気持ちが落ち着かなくなり、つい 

つい暴言を言ってしまうことがあり

ました。 

その都度先生は注意をしますが、 

興奮しているＡさんの耳には届か

ず、落ち着くことが難しい状況に 

なることが繰り返されました。その

うちに、「自分なんかダメだ」と感じ

るようになってしまいました。 

先生が、「質問カード」を用意し、  

いつでも見えるようにしておくと、

Ａさんは、どのように質問をしたら

よいか自分で気付き、カードを用い

て落ち着いて伝えることができる 

ようになりました。 

カードで伝えることに慣れてきた 

ので、これから徐々に口頭のみで 

伝えられるように移行していこうと

先生は考えています。 

Ａさんは、「粘土をこねる」という 

ことが、どういう動作でどれくらい

こねればよいのかをイメージしづら

く、一人では手を止めてしまうこと

がありました。先生と一緒であれば 

取り組めますが、いつも一緒に  

できるわけではありません。 

そこで、Ａさんが動作と時間を 

捉えやすいように、絵カードと  

タイマーを準備し、「こね・こね・  

グッ・グッ」と音声をつけたところ、

一 人 で 取 り 組 め る よ う に な り   

ました。他の児童生徒も、合言葉の 

ように唱えながら、適度にこねる 

ことができました。 

先生は手があき、Ｂさんの質問 

にも余裕をもって応えることが  

できるようになりました。 
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～多様な児童生徒に適応できる授業の流れの工夫を～ 

 

学級という、多様な児童生徒がいる集団で一斉授業を行う際には、 

一人一人の児童生徒の特性に合わせた効果的な支援 

を考えるとともに、 

必要な支援を、いつ、だれが、どのように行うことが効果的（且つ効率的）であるか 

を考え、授業をコーディネートする必要があります。 

 

Ｔ２として、他の教員や支援員が配置されていることもありますが、個別に行う支援と、

全体の流れの中でできることをバランスよく組み合わせ、 

「個に応じた支援」が、「個別に行う支援」ばかりにならないようにしていきましょう。 

そのためには、様々な教員や支援員とのチームワークも大切です。 

学び合い、助け合い、高め合うチームをつくっていきましょう。 

 

★教科の特性や授業の内容にもよりますが、可能な場合には、全員が取り組める課題からスタート

し、徐々にレベルアップする流れを組んでみます。 

 

授業の中心的な学習内容を「Level2～3」  

程度とすると、ゆっくりなＡさんには  

「Level1～2」、早いＣさんには「Level3以上」

が適度な課題と考えられます。 

先生は、授業をあえて「 Level1」から    

スタートし、Ａさんも参加しやすいようにしま

した。そして、ＢさんやＣさんにはしっかりと

復習ができるようにしました。 

「Level3」の問題では、Ａさんに個別に支援

が必要なので、机間指導の時間を設け、支援し

やすいようにしました。 

Ｃさんにはさりげなく発展的な課題を伝え、 

より学びが深まるようにしました。 

課題が終わった人が「おたのしみプリント」

を自分で選んで取り組めるように、「おたの 

しみＢＯＸ」を用意しておきました。 

★理解が早い児童生徒や学力の高い児童生徒にも、個別の配慮が必要です。「発展問題」「お楽しみ

問題」「自由プリント」などを用意しておき、早く終わった児童生徒もより学びを広げたり、深め

たりすることができるようにします。 

 
★理解力のみならず、集中力や注意力にも配慮し、様々な児童生徒が集中しやすい環境をつくった

り、静と動を組み合わせて活動のメリハリをつけたりしていきます。 

 

←こちらも参考にしてください。 

 

【ユニバーサルデザインの考え方

に学ぶ どの子も「わかる」   

「できる」をめざす支援の工夫  

ヒント集】 

発展問題 

千葉県総合教育センター  

ＨＰからダウンロードできます 

※パソコン用の画面で見て  

ください 



 

 

 

 

【管理課】 
 
 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、令和４年７月１日
から施行されました。これにより、施行日以降の教員免許状の扱いは、以下のとおりとなります。 
 
 １ 施行日時点で有効な教員免許状（休眠状態のものを含む）は、手続きなく、有効期限の  

ない免許状となります。 
 ２ 施行日前に有効期限を超過した教員免許状の扱いは下表のとおりです。 
 

  
※ 失効した免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効 
期限のない免許状の授与を受けることが可能です。例外的なケース（平成１２年の教育職員
免許法改正に伴う経過措置により授与された免許状）については、免許状が再授与されない
場合があります。 

 
 
 
 
 

 葛南教育事務所では、随時、講師を募集しております。お知り合いで、教員免許をお持ちの方   
（免許更新制度の発展的解消により、更新されていなくても有効な場合があります）がいらしたら、
ご紹介ください。 
 なお、９月３日（土）に、葛南教育事務所講師登録会を開催します。詳細はホームページに掲載   
します。そちらもあわせて、お知らせいただけると幸いです。 
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新・旧の別 現職教師 非現職教師 

新免許状 失効 失効 

旧免許状 失効 休眠 

講師 

大募集‼ 

＊すでに免許を取得済みの方、講師として一足先に教職の道を 
スタートしてみませんか？ 

 
小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校で働く「講師」 
を大募集しています。 

 
お問い合わせ先 葛南教育事務所管理課  

０４７－４３３－６０１７ 

 


